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1.組織の概要

・社名： 有限会社 野中製作所

・所在地： 〒243-0303

 神奈川県愛甲郡愛川町中津6853-3

TEL : 046-286-0228

 FAX : 046-286-5558

・ＨＰ：     
http://www.nonakaseisakusyo.co.jp

・E-MAIL：  
mail@nonakaseisakusyo.co.jp

・延床面積： 800㎡ 

（工場専用地域）

・創立： 昭和40年5月

・資本金： 500万円

・事業内容： 金属製品・精密機械加工

・従業員： 6名

・役員： 代表取締役社長 野中 貴宏

・環境経営責任者：     渡邉 和夫  

（１）

TEL:046-286-0228


1.組織の概要-2

主要製品： ・半導体製造装置用部品
・光学装置用部品
・車用組立用治具
・産業用機械部品
・衛星部品
・航空機部品
・医療機器部品
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2.対象範囲

1.登録業種：

金属、精密機械加工製造業

2.登録範囲： 本社工場

3.組織図

最高責任者

代表取締役

環境経営責任者

ＥＡ２１事務局
環境推進委員会

6ヶ月に1回開催

部署責任者

全工場、検査室

部署責任者

事務所、設計室
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2.対象範囲-役割

1.環境経営責任者の任命
2.環境経営方針の制定
3.環境経営ｼｽﾃﾑの実施および管理に必要な資源の準備
4.環境経営ｼｽﾃﾑ全体の評価と定期的な見直し
5.社内情報の外部公開可否決定
6.経営における課題とチャンスを整理し明確にする
7.環境経営ﾚﾎﾟｰﾄの承認

1.環境経営ｼｽﾃﾑの確立、実施推進及び維持管理のための
処置

2.環境経営ｼｽﾃﾑの実績状況報告を3ヶ月に１度開催する
3.推進機関EA21事務局の責任者として事務局の運営
4.環境経営ｼｽﾃﾑの教育・訓練を適切に計画・実施する
5.環境経営ﾚﾎﾟｰﾄの作成

1.部署の環境経営ｼｽﾃﾑの統括責任者
2.環境経営ｼｽﾃﾑの方針、実施計画を自部署にて実施、

維持、継続的改善を行う

1.最高責任者、環境経営責任者、部署責任者で
構成し６ヶ月に１度開催する

2.環境目標の設定、環境経営計画の策定および進捗
管理について協議する

3.必要と認めた者は出席することが出来る

1.環境経営責任者を補佐する

最高責任者

代表取締役

環境経営責任者

部署責任者

事務所、設計室

環境推進委員会

ＥＡ２１事務局

（4）



3.環境経営方針

有限会社 野中製作所
代表取締役社長 野中 貴宏

制 定 ：2008年5月1日
最終改定：2022年12月1日
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1. 基本理念

お客様のよきﾊﾟｰﾄﾅｰとして的確にお客様の期待とﾆｰｽﾞに応えて参ります。

その為に、次代の変化に即応しながら最新の技術や設備を積極的に導入し、

事業の合理化とお客様へ積極的にVA/VE提案ができるよう進めて参ります。

また全従業員が職場において環境保全活動を実践することにより高い

「環境品質」と「顧客満足度の向上」を実現し、社会の発展に貢献します。

またSDGｓにも取り組み「持続可能な開発目標」の達成に貢献していきます。

2. 活動方針

当社の事業活動である精密機械加工と環境問題との関係を自覚し、

企業の社会的責任を果たす為、エコアクション21に基づく環境経営ｼｽﾃﾑを
構築し、関連する法の順守はもとより、全員で環境保全活動の推進に努め

  環境経営の継続的改善を進めて参ります。

具体的な取り組み内容

1.電力・燃料の消費に伴うCO2排出量の削減

2.節水活動により総排水量の削減

3.資源ｺﾞﾐの分別とﾘｻｲｸﾙの推進

4.化学物質使用量の抑制及び管理

5.製造製品の不適合発生の低減

6.環境を考えた備品及び資材の購入（ｸﾞﾘｰﾝ購入）

7.法規制を遵守し、環境汚染の防止や環境保全の

継続的改善を図ります。

8.地域社会へのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等に貢献します。

全従業員が環境経営方針を理解し、自らの役割を十分に

認識し本方針に沿って活動が行われるよう環境教育を進めます。

環境への取組みを環境経営ﾚﾎﾟｰﾄとして、取りまとめ公表します。



4.環境経営目標
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2022年 2023年 2024年

0.1％削減 0.2％削減 0.3％削減

1. 二酸化炭素排出量の削減 　 67,557 67,489 67,422

682.4 681.7 681.0

1）電気使用量削減　　※1 139,651 139,511 139,372

1,411 1,409 1,408

2) 燃料使用量の削減

ガソリン・軽油 1,683 1,682 1,680

　 17.00 16.99 16.97

LPガス 19.98 19.96 19.94

0.2018 0.2016 0.2014

2. 総排水量の削減 66.93 66.87 66.80

0.6761 0.6755 0.6747

3. 廃棄物排出量の削減

一般 264.7 264.5 264.2

2.674 2.671 2.669

産廃 634.3 633.7 633.0

6.407 6.397 6.390

4. 化学物質使用量の抑制及び適正管理

5. 製造製品での不適合発生の低減

6. 法規制順守と環境汚染の防止

（緊急時対応訓練の実施）

7. 地域社会のボランティア

※二酸化炭素排出係数 2021年 0.452東京電力

下段：原単位

 排出量/売上（99百万円）

635 (kg）

2.677

6.410

使用量の把握と適正管理

139,791(kwh)

67,624

基準年度

（2021年）

2024年度までの3年間

原単位比で

項目

日常監視と年１回の確認

年１回以上の参加

上段： 排出量(参考値）

683.1

17.02

0.2020

0.6768

1412

1,685（L)

20 (㎥)

67(㎥)

265 (kg)

年間7件以下



6.環境経営計画及び実施状況-1-1
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

・エコ文書の電子化 ◎

1. 二酸化炭素排出量の削減 ・電力監視システムを活用し、節電を推進する。 ◎

・デマンド設定値の定期的な見直し ◎

1）電気使用量の削減 ・手元ライトの活用 ◎

・各所に「節電」の表記を行い節電活動を推進する。 ◎

・採光・通風を積極的に取り入れる。 ◎

・休憩時間の消灯の徹底 ◎

・照明器具の定期清掃 6月 ◎

・作業終了時現場消灯の徹底 ◎

【空調】

すきま風対策

　・床にある井戸のホース周りをエアキャップで埋める ◎

　・シャッターにカーテンを設置し、断熱する ×

　・窓にビニールシートを貼る（貼れてないところ） ◎

・扇風機を使用し天井ファン代わりにする ◎

・グリーンカーテンの育成 ◎

・室外機の清掃を年1回行う。 6月 ◎

・冷暖房設定温度を表記し、遵守する。 ◎

・フィルター清掃を定期的に行う。 ◎

【機械等】

・作業終了時の電源OFFの徹底 ◎

・30分以上動かない事が分かっていれば、OFFor節電ﾓｰﾄﾞ ◎

・不必要なアイドリング運転の削減 ◎

・定期清掃及びこまめにメンテナンスを行う。 5月 11月 ◎

2）燃料使用量の削減 【ガソリン・軽油・灯油】

・エコドライブを推進する。 ◎

・パネルは燃費モードを表示し、常にエコ運転を意識する。 ◎

・フォークリフトは荷物によって適切なギアを使用する。 ◎

2 総排水量の削減 ・井戸水を活用する。 ◎

・水道の元栓を支障がない程度に閉め、節水する。 ◎

・水道管からの漏洩がないよう定期チェックを行う。 4月 10月

・各所に「節水」の表記を行い節水活動を推進する。 ◎

環境目標 取組内容
計画期間・実績 評

価

担

当



6.環境経営計画及び実施状況-1-2
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

3. 廃棄物排出量の削減 ・PCからFAXやメールを送り、出力用紙を削減する。 ◎

【紙類】 ・コピー用紙の裏面の再使用を徹底する。 ◎

・使用済み封筒を再利用する。 ◎

・梱包紙もきれいな物は再利用する。 ◎

・廃棄用紙は、シュレダーし、緩衝材として使用する。 ◎

・電子データ化を推進し出力用紙を削減する。 ◎

【一般廃棄物】 ･ゴミの分別をさらに精度を上げ、資源ゴミへ ◎

･梱包材の分別を細かく、資源ゴミへ ◎

・かさ張る物はなるべく小さく、つぶして捨てる ◎

・個人的なゴミは持ち込まないよう徹底する。 ◎

・リサイクルし易いものを優先的に購入する。 ◎

【産業廃棄物】 ・可能な限り再生屑に回るよう、分別を徹底する。 ◎

・廃棄物置き場にドレンやカーテンを設置する ×

4. 化学物質の管理 ・化学物質使用量の把握と管理 ◎

・使用する前に切削油であらかた流してから使用する ◎

・容器は各工場１つとし、削減に務める ◎

・容器にはいっぱいに入れない ◎

5. 製造製品での ・発生時には会議を開き、再発防止対策をする。 ◎

　不適合の発生の低減 ・社内不具合も標準化し、未然防止に努める。 ◎

・古いリピート品に関してはプログラムを再確認する ◎

・失敗のリスクを先に考えて段取りする ◎

・スキルアップを目指し資格取得を計画する。 ◎

6. 業務改善 ・生産効率化のしくみを計画する ◎

・刃物棚の整理と運用管理の徹底 ◎

・提案制度の導入 ◎

・設備の再確認 ◎

7. ①法規制遵守と ・遵守状況管理一覧表に基づき、日常監視する。 ◎

　　　　環境汚染の防止 ・年1回遵守評価をする。 12月 ◎

②緊急時対応訓練 ・他社見学を実施する。 ◎

・緊急時対応訓練を計画、実施する。 ◎

・防災用品・備蓄の点検を行う。 6月 ◎

・ＢＣＰ（洪水対策）を確立する。 ◎

8. ①地域社会へのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ・積極的にボランティアへ参加する。 ◎

・クリーンキャンペーンに参加する ◎

5Sの推進 ・月1回、日時を決めて作業しフォローアップも行う ◎

※赤字は新規施策

環境目標 取組内容
計画期間・実績 評

価

担

当

担

当



6.環境経営計画に基づき実施した取組内容-1

1.緊急時対応訓練

（9）

日本の気象や地震について学び防災知識についても学べる施設です。

気象衛星に詳しい方に説明を聴くこ
とが有意義でした。

幅広い年齢層が学べる工夫があり、
外国語も考慮され関心しました。

自然現象のしくみを学べました。

②防災訓練 9/4 1名参加

震災・火災・水災害等コロナも踏まえ、対策などもかなり変化していました。

①気象庁科学館見学 10/14 5名参加

相模原市の総合防災訓
練に参加しました。



2. CO2削減

①電気の勉強会 5/18 6名参加

日本テクノ㈱の所長を講師にお迎えし、
電気料金のしくみや電力供給の近況など
講義していただきました。

電気に詳しくなる事で、
節電につなげていきたいと思います。

3. 業務改善

①JIMTOF見学 11/11 5名参加

4年ぶりの工作機械見本市を見学

機械・工具等などの最新情報を収集し、
本業に生かしていきたいと思います。

3Dプリンターが進化していました。

参考になる工具がありました。

②会社見学 7/5 1名参加

大きな工場ですが、空調が行き届き、温度・湿度管理がよくできていました。

最高峰の精密測定機メーカーの工場見学に1名参加

6.環境経営計画に基づき実施した取組内容-2
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某大手企業の品質認定の継続審査に無事合格

適切に品質プログラムが維持されているとの見解を頂き、

今後も励んでいきたいと思います。

4. 不適合の低減

①品質認定合格 2/24

5. SDGｓ

①SDGsセミナー参加 11/18・12/9 1名参加

かながわ環境カウンセラー協議会が主催する
SDGｓセミナーに参加

中小企業のSDGｓに対する取り組み方を勉強してきました。
SDGsの取り組みも積極的に活動してきたいと思います。

6.環境経営計画に基づき実施した取組内容-3
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7.環境経営計画の実績
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今年度

（2022年）
増減％ 評価

売上（200百万円）
51％⬆ ◎

1. 二酸化炭素排出量の削減 　 87,156（kg-CO2)

436 36％⬇ ◎

1）電気使用量削減(kwh) 182,909 (kwh)

※1 915 35％⬇ ◎

2) 燃料使用量の削減

ガソリン・軽油 (L) 1709 (L)

　 8.5 50％⬇ ◎

LPガス （㎡) 24（㎡)

0.12 40％⬇ ◎

2. 総排水量の削減（㎡) 82（㎡)

0.41 41％⬇ ◎

3. 廃棄物排出量の削減

一般 （kg) 221（kg)

1.1 59％⬇ ◎

産廃（kg) 220（kg)

1.1 83％⬇ ◎

4. 化学物質使用量の抑制及び適正管理 使用量の把握と適正管理

5. 製造製品での不適合発生の低減 年間7件以下

6. 法規制順守と環境汚染の防止 日常監視と年１回の確認

（緊急時対応訓練の実施）

7. 地域社会のボランティア 年１回以上の参加

※二酸化炭素排出係数 2021年 0.452東京電力

◎

2件 ◎

◎

◎

基準年度

（2021年）

635（kg)

2.7

6.4

項目 上段： 排出量(参考値）

683

17

265（kg)

下段：原単位

 排出量/売上（99百万

139,791 (kwh)

67,624（kg-CO2)

0.20

0.68

1412

1685 (L)

20（㎡)

67（㎡)



7-1.環境経営目標の取組結果とその評価

（13）

　項目　基準年対比％

原単位

全体 ｺﾛﾅ禍からの回復で例年並みの 様々な物価上昇の中、経費削減の

売り上げになり、数値目標は絶対値では ためにも更なる削減を目指します。

売上+51％ 増加しているが、売り上げ原単位では

全てマイナスとなった。

二酸化炭素排出量 売上上昇分、機械・エアコンの稼働量 売上に比例しない固定使用量を

-36% がおのずと増加したが、原単位では 見込み、排出量の削減と共に

マイナスとなった。 作業効率UPを目指します。

電気使用量 未実施の施策にはトライしましたが、 電気代高騰の懸念

-35% うまくいかず、検討中です。 より一層の節電対策を実施します。

電気の勉強会で理解を深めました。

燃料使用量 毎月の管理でエコドライブが徹底されて 走行距離を減らす方向も検討します。

います。社有車の走行距離が基準年度と

-50％ ほとんど変わらず原単位では大幅

ダウンとなった。

総排水量　　-41％ 製品洗浄にも使用のため増加したが、 井戸水の活用と節水意識の再確認を

原単位ではダウンとなった。 行っていきます。

廃棄物 分別の徹底の成果と支給材料の運搬に

通い箱を使用する仕事が多かったため 分別の徹底と「再利用できないか？」

梱包資材の廃棄物が減った。 を常に意識していきます。

不適合件数　　 〇 不適合・再発防止の情報共有に努め さらなる削減を目指し、技術的にも

2件 低減できた。 レベルアップを目指します。

法規制順守　  　〇 違反はなし。BCP水害対策にも 東京国際消防防災展の見学を予定。

緊急時対応訓練  〇 つながる気象庁科学館の見学ができた。

ボランティア　  〇 地域清掃・エコパトロールも定着し、 SDGsも盛り込み、ボランティア

エコパトロール  〇 環境保全に努めました。 活動を推進します。

産廃　　　　-83%

一般 　　　-59%

評価内容 次年度の取組
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2023年 2024年 2025年

0.1％削減 0.2％削減 0.3％削減

1. 二酸化炭素排出量の削減 　 87,070 86,982 86,895

435.3 434.9 434.5

1）電気使用量削減  ※2

182,726 182,543 182,360

914 913 912

2) 燃料使用量の削減

ガソリン＆軽油 1707 1706 1704

　 8.54 8.52 8.51

LPガス 23.97 23.95 23.92

0.1199 0.1198 0.1196

2. 総排水量の削減 81.9 81.8 81.8

0.4096 0.4092 0.4088

3. 廃棄物排出量の削減

一般 220.7 220.5 220.3

1.104 1.103 1.102

産廃 219.7 219.5 219.3

1.099 1.098 1.097

4. 化学物質使用量の抑制及び適正管理

5. 製造製品での不適合発生の低減

6. 法規制順守と環境汚染の防止

（緊急時対応訓練の実施）

7. 地域社会のボランティア

※1  が、 コロナ禍で減少の大きかった2021年度を基準年度にしていましたが、

イレギュラーな数値でしたので、2022年度が平均的な数字ではないかとの

見解で基準年度を見直しました。

※2 二酸化炭素排出係数 2021年度 0.452東京電力

※3 不適合件数も減少してきましたので、さらに厳しい目標に見直しました。

基準年度 ※1

（2022年）

2025年度までの3年間で

2022年度の原単位より

項目

日常監視と年１回の確認

年１回以上の参加

上段： 排出量

436

915

8.5

0.12

0.41

182,909(kwh)

1,709（L)

24 (㎥)

82(㎥)

221(kg)

年間5件以下 ※3

87,156(kg-co2）

下段：原単位

 排出量/売上（百万

220 (kg）

1.1

1.1

使用量の把握と適正管理
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

・エコ文書の電子化

1. 二酸化炭素排出量の削減 ・電力監視ｼｽﾃﾑを活用し、節電を推進する。

・デマンド設定値の定期的な見直し

1）電気使用量の削減 ・手元ライトの活用

・各所に「節電」の表記を行い節電活動を推進する。

・採光・通風を積極的に取り入れる。

・休憩時間の消灯の徹底

・照明器具の定期清掃 6月

・作業終了時現場消灯の徹底

【空調】

すきま風対策

・シャッターにカーテンを設置し、断熱する

・検査室のシャッターを発泡スチロールで断熱する

・扇風機を使用し天井ﾌｧﾝ代わりにする

・グリーンカーテンの育成

・室外機の清掃を年1回行う。 6月

・冷暖房設定温度を表記し、遵守する。

・フィルター清掃を定期的に行う。

【機械等】

・作業終了時の電源OFFの徹底

・30分以上動かない事が分かっていれば、OFFor節電ﾓｰﾄﾞ

・不必要なｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ運転の削減

・定期清掃及びこまめにﾒﾝﾃﾅﾝｽを行う。 5月 11月

2）燃料使用量の削減 【ガソリン・軽油・灯油】

・エコドライブを推進する。

・パネルは燃費モードを表示し、常にエコ運転を意識する。

・フォークリフトは荷物によって適切なギアを使用する。

2 総排水量の削減 ・井戸水を活用する。

・水道の元栓を支障がない程度に閉め、節水する。

・水道管からの漏洩がないよう定期チェックを行う。 4月 10月

・各所に「節水」の表記を行い節水活動を推進する。

環境目標 取組内容
計画期間担

当
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

3. 廃棄物排出量の削減 ・PCからFAXやメールを送り、出力用紙を削減する。

【紙類】 ・コピー用紙の裏面の再使用を徹底する。

・使用済み封筒を再利用する。

・梱包紙もきれいな物は再利用する。

・廃棄用紙は、ｼｭﾚｯﾀﾞｰし、緩衝材として使用する。

・電子ﾃﾞｰﾀ化を推進し出力用紙を削減する。

【一般廃棄物】 ･ｺﾞﾐの分別をさらに精度を上げ、資源ｺﾞﾐへ

･梱包材の分別を細かく、資源ゴミへ

・かさ張る物はなるべく小さく、つぶして捨てる

・個人的なゴミは持ち込まないよう徹底する。

・ﾘｻｲｸﾙし易いものを優先的に購入する。

【産業廃棄物】 ・可能な限り再生屑に回るよう、分別を徹底する。

・工場内の修理等、再利用する

・廃棄物置き場にﾄﾞﾚﾝやｶｰﾃﾝを設置する

4. 化学物質の管理 ・化学物質使用量の把握と管理

・使用する前に切削油であらかた流してから使用する

・容器は各工場１つとし、削減に務める

・容器にはいっぱいに入れない

5. 製造製品での ・発生時には会議を開き、再発防止対策をする。

　不適合の発生の低減 ・社内不具合も標準化し、未然防止に努める。

・古いﾘﾋﾟｰﾄ品に関してはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを再確認する

・気温・湿度の変化が大きい時はこまめに寸法ﾁｪｯｸを行う

・失敗のﾘｽｸを先に考えて段取りする

・ｽｷﾙｱｯﾌﾟを目指し資格取得を計画する。

6. 業務改善 ・生産効率化のしくみを計画する

・刃物棚の整理と運用管理の徹底

・提案制度の導入

・設備の再確認

7. ①法規制遵守と ・遵守状況管理一覧表に基づき、日常監視する。

　　　　環境汚染の防止 ・年1回遵守評価をする。 12月

②緊急時対応訓練 ・他社見学を実施する。

・緊急時対応訓練を計画、実施する。

・防災用品・備蓄の点検を行う。 6月

・ＢＣＰの継続

・USBにバックアップを取る

・交通事故関連対応ﾏﾆｭｱﾙ作成と安全運転ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの開催

8. ①地域社会へのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ・積極的にボランティアへ参加する。

・フードバンクへ寄付する。

・クリーンキャンペーンに参加する

②5Sの推進 ・月1回、日時を決めて作業しﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟも行う

※青字は昨年度未実施施策　・　赤字は新規施策

環境目標 取組内容
計画期間担

当



8.環境関連法規等の違反、訴訟等の有無

1.当社に適用される主な環境関連法規

①騒音規制法・振動規制法

②廃棄物処理法

③消防法

④自動車NOx ・ PM法

⑤ｸﾞﾘｰﾝ購入法

⑥PRTR法

⑦ﾌﾛﾝ排出抑制法

2.環境関連法規の遵守状況

自主的に、当社に適用される環境関連法規の

遵守状況を確認した結果、 2023年2月7日現在

過去３年間、違反はありませんでした。

3.違反・訴訟等の有無

関連機関等からの法規制違反の指摘及び

訴訟などの請求もありませんでした。

（17）



9.代表者による全体の評価と見直し

代表者承認 環境管理責任者

見直し実施日 （　■定期見直し　□臨時見直し　）

見直し対象期間

出　席　者

①環境関連法規の遵守状況(環境関連法規等の遵守記録による)

【環境経営システムが有効に機能しているか】（①、②等を踏まえて評価）

【環境への取組が適切に実施されているか】

【環境経営方針】 変更の必要性　：　□有　　☑無　

【環境経営目標及び環境経営計画】 変更の必要性　：　☑有　　□無　

【環境経営システム等】 変更の必要性　：　□有　　☑無　

【総　　括】

注）①定期的（少なくとも毎年1回）に実施すること。

    ②事業年度が終了したら、速やかに終了事業年度の見直しをすること。

  　③事業内容の変更や重大な事故・不適合が生じた場合等の時は、臨時の見直しをすること。

代表者による

見直し

変更の必要性

の有無・変更に

必要な具体的

指示事項

方針変更なし

基準年度を変更

環境経営とSDGsを意識した計画を継続していく

全体的に使用量、排出量ともに増加しているが、売上に伴う増加なので、アフターコロナに期待し、

生産体制を整え効率を上げていく。

多発する自然災害にも備えBCPの見直しも進めていく。

廃棄物の削減 ○ 1点保留 廃棄物に回る量がよく削減出来ている。

不良の削減 ○ ○

確実に減少している。客先との打ち合せを重ね、ミスのない作業を

進めていく。

CO2排出量の削減 ○ 1点保留

コロナが終息しつつ、生産活動が戻るとともに排出量が増加している

が、

効率の良い生産に努め、削減活動をしていく。

水使用量の削減 ○ ○ 井戸水の利用により、効果が出ている。

前回の指示への

取組結果
方針に追加しました。

見直しに必要な

情報

②環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実施及び運用結果(環境経営計画書による）

代表者による

評価

経営的観点

法規制の遵守状況は問題なく、外部苦情などもなく、環境経営システムは有効に機能していると考えてい

る。

目標項目

数値

目標

達成状況

活動計画

実施状況

目標・経営計画実施状況の評価（達成の場合：目標設定方法や取組方

法の問題点、次年度の方向性　　未達の場合：(1部未達の場合、９

０％以上なら、△とする）原因の明確化、次年度の目標や対応策

結果報告書

2023年2月3日

2022年 1月 １日　～2023年 12月31日

　代表者、環境経営責任者、部門責任者
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